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○小値賀町空き家改修事業補助金交付要綱 

平成26年３月31日告示第10号 

改正 

平成28年６月28日告示第17号 

小値賀町空き家改修事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 本要綱は、空き家を改修して小値賀町に定住しようとする者に対してその改修に要する費

用の一部を補助することにより、小値賀町への定住を促進するとともに空き家の有効利用を図る

ことを目的とし、その補助金交付に関しては小値賀町補助金交付規則（昭和57年４月１日規則第

４号。以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるものとする。 

（定義） 

第２条 本要綱における「空き家」とは小値賀町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱（平

成26年３月31日小値賀町告示第11号）の空き家バンク登録台帳に登録された物件をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金交付対象者は、次のいずれかに該当する者とする。 

(１) 町内の住宅困窮者及び町外からの移住者が居住する住宅として空き家を改修しようとする

当該空き家の所有者（空き家を購入し、移住に際して改修をしようとする町内居住者及び町外

からの移住者を含む。） 

(２) 自ら居住する住宅として空き家を借り上げ、移住に際して改修をしようとする町内居住者

及び町外からの移住者 

(３) 当該空き家に関し、国、県又は町の制度による住宅取得及び本補助金類似の他の補助金を

受けていない者 

（補助対象事業） 

第４条 補助金交付の対象となる事業は空き家の改修工事で、補助金の交付決定を受けた日の属す

る年度と同一の年度内に完了する事業とする。 

２ 前項の事業完了後、10年間、当該住宅を活用するものとする。 

３ 前条第２号に規定する者が第１項の事業を実施しようとする場合には、当該空き家住宅所有者

の承諾を得るものとする。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象事業に要した経費の２分の１以内の額とし、
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その限度額は、１件につき200万円とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数

が生じた場合は、これを切り捨てる。 

２ この補助金は、同一物件に対して１回限り交付する。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、小値賀町空き家改修事

業補助金交付申請書（様式第１号）と小値賀町空き家改修事業計画書及び収支予算書（様式第２

号）、その他必要な書類を添付し改修工事着手前までに町長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 町長は、前条の申請があったときは速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、小値賀

町空き家改修事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するもの

とする。 

（変更承認申請） 

第８条 前条の規定により、補助金交付決定通知を受けた者はその内容を変更する場合又は補助事

業を中止しようとするときは、小値賀町空き家改修事業補助金変更（中止・廃止）申請書（様式

第４号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による補助事業の変更等の承認申請があったときは、その内容を審査し、

小値賀町空き家改修事業補助金変更等承認（不承認）決定通知書（様式第５号）により承認の可

否を通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに、小値賀町空き家改修事業実績報告書（様

式第６号）と小値賀町空き家改修事業実績書（様式第７号）、その他必要な書類を添付して町長

に提出しなければならない。 

（額の決定） 

第10条 町長は、前条の補助金実績報告書が提出されたときはその内容を審査し、適当と認めたと

きは、補助金の額を確定し、小値賀町空き家改修事業補助金額の確定通知書（様式第８号）によ

り、申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第11条 前条の規定により、補助金額の確定通知を受けた者は、小値賀町空き家改修事業補助金交

付請求書（様式第９号）を町長に提出するものとする。 

（補助金の返還等） 
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第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、

小値賀町空き家改修事業補助金返還命令書（様式第10号）により、補助金の全部又は一部を返還

させることができる。 

(１) 不正の手段により補助金を受けたとき 

(２) 補助金交付の条件に違反したとき 

(３) 補助金の使途が不適当と認められるとき 

（その他） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年６月28日告示第17号） 

この要綱は、平成28年７月１日から施行する。 
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様式第１号（第６条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 



6/15 

 



7/15 

様式第３号（第７条関係） 

 



8/15 

様式第４号（第８条関係） 
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様式第５号（第８条関係） 
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様式第６号（第９条関係） 
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様式第７号（第９条関係） 
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様式第８号（第10条関係） 
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様式第９号（第11条関係） 
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様式第10号（第12条関係） 

 


